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平成２３年第３回幸田町議会定例会会議録（第１号） 

────────────────────────────────────────────────── 

 議事日程 

  平成２３年９月１日（木曜日）午前９時０８分開議 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸報告 

日程第４ 報告第４号 財政健全化判断比率等について 

日程第５ 第32号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

     第33号議案 教育委員会委員の任命について 

日程第６ 第34号議案 幸田町税条例等の一部改正について 

     第35号議案 幸田町都市計画税条例の一部改正について 

     第36号議案 相見駅自由通路の設置及び管理に関する条例の制定について 

     第37号議案 蒲郡市幸田町衛生組合規約の一部変更について 

     第38号議案 工事の請負契約について（舗装新設工事第２３－２工区） 

     第39号議案 財産の取得について（コミュニティバス） 

     第40号議案 平成２３年度幸田町一般会計補正予算（第２号） 

     第41号議案 平成２３年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号） 

     第42号議案 平成２３年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

     第43号議案 平成２３年度幸田町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

     第44号議案 平成２３年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

     第45号議案 平成２３年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計補正予算 

           （第１号） 

     第46号議案 平成２３年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

     第47号議案 平成２３年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

     認定第１号 平成２２年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定について 

     認定第２号 平成２２年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第３号 平成２２年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て 

     認定第４号 平成２２年度幸田町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第５号 平成２２年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて 

     認定第６号 平成２２年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第７号 平成２２年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出決 

           算認定について 

     認定第８号 平成２２年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて 

     認定第９号 平成２２年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

     認定第１０号 平成２２年度幸田町水道事業会計決算認定について 
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────────────────────────────── 

本日の会議に付した案件 

  議事日程のとおり 

────────────────────────────── 

    出席議員（１６名） 

  １番 中 根 秋 男 君  ２番 杉浦あきら 君  ３番 志 賀 恒 男 君 

  ４番 鈴 木 雅 史 君  ５番 中 根 久 治 君  ６番 都 築 一 三 君 

  ７番 浅 井 武 光 君  ８番 酒 向 弘 康 君  ９番 水野千代子 君 

  10番 夏 目 一 成 君  11番 笹 野 康 男 君  12番 内 田  等 君 

  13番 丸山千代子 君  14番 伊 藤 宗 次 君  15番 大 獄  弘 君 

  16番 池 田 久 男 君 

    欠席議員（０名） 

────────────────────────────── 

  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名 

町 長 大須賀一誠 君 副 町 長 成 瀬  敦 君 

総 務 部 長 伊 澤 伸 一 君 健 康 福 祉 部 長 杉 浦  護 君 

参 事 中 山  豊 君 環 境 経 済 部 長 烏 居 元 治 君 

建 設 部 長 鈴 木 富 雄 君 会 計 管 理 者 鈴 木 政 巳 君 

総 務 部 次 長 兼
総 務 課 長

大 竹 広 行 君
監査委員事務部局
事 務 局 長

長谷寿美夫 君 

教 育 長 内 田  浩 君 教 育 部 長 伊 藤 光 幸 君 

教 育 部 次 長 兼
学 校 教 育 課 長

春日井輝彦 君 消 防 長 近 藤  弘 君 

消 防 次 長 兼
予 防 防 災 課 長

黒 野 英 男 君 監 査 委 員 羽根渕保博 君 

監 査 委 員 夏 目 一 成 君   

────────────────────────────── 

  職務のため議場に出席した議会事務局職氏名 

   事 務 局 長 鈴 木 久 夫 君    

──────────────────────────────  

 

○議長（池田久男君） 皆さん、おはようございます。 

   平成２３年第３回幸田町議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

   議員各位には、公私極めて御多忙のところ御出席を賜り、厚くお礼申し上げます。 

   秋を迎えましたが、まだまだ厳しい残暑が続いております。各位におかれましては、

健康管理には十分御留意いただきたいと思います。 

   大型の台風１２号が接近しておりますので、十分な警戒をいたしたいと思います。 

   また、明後日には、本町の総合防災訓練が予定されております。地震等がいつ起きて

も対処できるよう、平時から災害の備えを万全にしたいと思います。 

   本定例会に提出されました議案等は、お手元の議案目録のとおり、報告第４号、財政

健全化判断比率等についてを初め平成２３年度補正予算並びに平成２２年度決算認定な
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ど、合わせて２７件であります。 

   特に、決算認定は、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうかを審査するとと

もに、町民にかわって政策・行政効果を評価・監視する極めて重要な意味があります。

議会といたしましては、町民生活の安定と福祉の向上のために十分な審議を行い、町民

の負託にこたえるべく努力いたしたいと思うところであります。 

   議員各位には、慎重なる御審議と円滑なる議会運営に格別の御協力をお願い申し上げ

まして、開会のあいさつといたします。 

   お諮りをいたします。 

   本日、議場において、三河湾ネットワーク社が取材で議場内をカメラ撮影されます。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（池田久男君） 異議なしと認めます。 

   よって、議場内のカメラ撮影は許可することに決定しました。 

   定例会招集に当たりまして、町長のあいさつを行います。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） 皆さん、おはようございます。 

   本年は、猛暑が続く中、東日本の震災の関係もありまして、全国各地で節電に取り組

んでまいりましたが、最近、朝夕ようやく秋の訪れが感じられるころとなりました。 

   また、台風１２号の動きが気になるところでございますが、本日、ここに平成２３年

第３回幸田町議会定例会をお願いしましたところ、議員の皆様方には公私とも大変御多

用のところ、早朝より御出席いただきまして、まことにありがとうございました。 

   平素、議員各位におかれましては、町政の発展、住民福祉の向上のために御尽力いた

だき、また行政運営各般にわたりまして御指導・御支援を賜りまして、心から感謝を申

し上げます。 

   本日、定例会に提案させていただきます議案は、幸田町固定資産評価審査委員会の委

員の選任、教育委員会委員の任命同意など人事案件２件、報告議案１件、単行議案６件、

補正予算８件、決算認定１０件、合わせて２７件でございます。 

   特に、決算認定につきましては、先ほど議長のごあいさつにも触れられたわけでござ

いますが、決算は平成２２年度予算がどう活用されたか、１年間の行政運営の総括でご

ざいます。 

   次年度以降の参考となる極めて重要なものばかりでございますので、全議案とも慎重

かつ円滑に御審議の上、可決・承認を賜りますようお願いを申し上げます。 

   また、一般質問につきましては、９名議員の皆さんから御通告をいただいております

が、どなたも今後の町政推進上、時宜を得た重要な質問ばかりでございます。真摯に受

けとめて誠意を持って対応してまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

   ここで、３点ほど御報告をさせていただきます。 

   １点目は、平成２３年７月１０日から１３日にかけまして、私と副町長、消防長、防

災安全課長らとともに東日本大震災被災地を訪問してまいりました。視察の結果報告に
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つきましては、幸田町東日本大震災被災地視察報告書として皆様に御配付させていただ

いております。 

   東日本大震災におきましては、御承知のとおり、行政の災害対応のあり方について大

きな教訓を残すとともに、たくさんの課題が明らかになりました。 

   このため、町におきましても、今後の防災への取り組みを進める上で、幸田町がより

災害に強いまちとなりますよう、今回の視察を生かして、防災・減災に努めてまいりま

すので、御指導・御支援を賜りますようにお願いを申し上げます。 

   次に、２点目でございます。 

   ７月２３日、２４日の２日間にわたりまして、県内町村では初めてとなる事業仕分け

を実施いたしました。今後、事業仕分けの結果につきましては、事業仕分け委員会の提

言を受けた後、議会の皆様にもお諮りを申し上げ、今後の町政に反映してまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

   次に、９月３日に町総合防災訓練を行いますが、従来と少し変えまして、６小学校区

会場と主会場に分け実施をしてまいります。 

   また、第３非常配備により全職員の招集訓練も並行して実施してまいりますので、議

員の皆様方も訓練に御出席いただきまして御指導いただきますよう、よろしくお願いを

申し上げます。 

   開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（池田久男君） ここで、総務部長から発言の申し出がありましたので、発言を許し

ます。 

   総務部長。 

〔総務部長 伊澤伸一君 登壇〕 

○総務部長（伊澤伸一君） 議長のお許しをいただきましたので、御報告申し上げます。 

   先ほどの町長のあいさつにもありました、東日本大震災被災地視察報告書と監査委員

からの平成２２年度幸田町歳入歳出決算審査意見書をそれぞれお手元にお配りをいたし

ましたので、よろしくお願いをいたします。 

〔総務部長 伊澤伸一君 降壇〕 

○議長（池田久男君） ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しております

から、平成２３年第３回幸田町議会定例会は成立いたしました。 

   よって、これより開会いたします。 

                             開会 午前 ９時０８分 

○議長（池田久男君） 地方自治法第１２１条の規定により議案説明のため出席を求めた理

事者及び監査委員は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

   ただいまから本日の会議を開きます。 

                             開議 午前 ９時０８分  

○議長（池田久男君） 議事日程は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了承願います。 

────────────────────────────── 

  日程第１ 
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○議長（池田久男君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   会議規則第１２０条の規定により、本日の会議録署名議員を１３番 丸山千代子君、

１４番 伊藤宗次君の両名を指名いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第２ 

○議長（池田久男君） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   今期定例会の会期は、本日９月１日から９月３０日までの３０日間といたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（池田久男君） 異議なしと認めます。 

   よって、会期は本日９月１日から９月３０日までの３０日間と決定いたしました。 

   なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に印刷配付の定例会会期日程表のと

おりですから、御了承願います。 

──────────────○─────────────── 

  日程第３ 

○議長（池田久男君） 日程第３、諸報告を行います。 

   例月出納検査３件、４月・５月・６月分であります。これは、お手元に印刷配付のと

おりですから、御了承願います。 

   次に、今回の定例会までに受理した請願、陳情などは、お手元に印刷配付のとおり、

陳情が２件であります。これは、会議規則第９２条の規定により、陳情第３号は文教福

祉委員会に付託し、陳情第４号は総務委員会に付託します。 

   次に、特別委員会の閉会中の活動状況は、お手元に印刷配付のとおりですから、御了

承願います。 

   以上をもって、諸報告を終わります。 

──────────────○─────────────── 

  日程第４ 

○議長（池田久男君） 日程第４、報告第４号 財政健全化判断比率等について報告を求め

ます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、報告第４号 財政健全化判断比率等についての報告を

いたします。 

   議案書の１ページをお開きください。 

   この報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及

び第２２条第１項の規定に基づいて、財政健全化判断比率及び資金不足比率について、

監査委員の意見を付して報告をさせていただくものであります。 

   ２ページをごらんいただきたいと思います。 

   まず、１の健全化判断比率の四つの比率のうち実質赤字比率、連結実質赤字比率につ
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いては、昨年同様黒字となりましたので、数値が計上されませんでした。 

   次に、実質公債費比率は、過去３年間の平均値であり、本年度は１０.９％で、前年

度比０.５％の減となり、早期健全化比率の２５％を下回っています。 

   将来負担比率につきましては、将来負担額以上に積立基金等の充当可能財源がありま

すので、昨年同様、数値は計上されておりません。 

   また、二つの公営企業の資金不足比率につきましては、農業集落排水事業特別会計、

下水道事業特別会計、水道事業会計の３会計すべてにおいて黒字となり、数値が計上さ

れませんでした。 

   なお、数値が一つでも基準を上回りますと、早期健全化計画等の作成が義務づけられ

ますが、本町はすべて基準値以下であります。 

   また、各比率の明細につきましては、議案関係資料１ページから４ページをごらんい

ただきたいと存じます。 

   以上報告させていただきましたので、よろしくお願いを申し上げます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（池田久男君） これをもって、報告を終わります。 

   ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時１３分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時３２分 

○議長（池田久男君） 休憩前に戻し、会議を再開いたします。 

──────────────○─────────────── 

日程第５ 

○議長（池田久男君） 日程第５、第３２号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の

選任について、第３３号議案 教育委員会委員の任命について、以上２件を一括議題と

いたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、議案書５ページをお願いいたします。 

   第３２号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてでございます。 

   加藤高明委員が平成２３年１２月３１日で任期満了になることに伴いまして、その後

任の委員を選任する必要がございます。 

   ６ページをお願いいたします。 

   齋藤哲彦氏、幸田町大字深溝字舟山１０番地、昭和１９年１２月５日生まれ、６６歳

を、地方税法第４２３条第３項の規定、市町村の住民で市町村税の納税義務がある者ま

たは固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て市町村

長が選任するということによりまして、議会の同意を求めるものでございます。 

   任期は、平成２４年１月１日から３年間でございます。 

   齋藤氏につきましては、昭和４２年に愛知教育大学を卒業された後、昭和４２年、岡
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崎市の市立小・中学校の教諭として採用されまして、旧額田町の教諭、幸田町の教諭を

経て、平成５年には教頭、平成１２年には額田町の千万町小学校校長に任命され、平成

１７年３月には同校の校長を退職され、平成２０年には市場区の区長も務められた方で

ございます。 

   齋藤氏におきましては、地域での信望も厚く、公正・中立な判断ができ、教諭、教頭、

校長、また区長として蓄積された経験と幅広い知識、また納税者としての固定資産評価

への信頼を確保する視点において適任者と考えております。 

   議案関係資料につきましては、５ページから７ページを御参照いただきたいと思いま

す。 

   次に、７ページをお願いいたします。 

   第３３号議案 教育委員会委員の任命についてでございます。 

   井料 衛委員が平成２３年９月３０日、任期満了となることに伴いまして、その後任

の委員を任命する必要があるためでございます。 

   ８ページをお開きいただきたいと思います。 

   尾中 明氏、幸田町大字深溝字越屋敷１５番地、昭和２１年３月２０日生まれ、６５

歳を、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同

意を求めるものでございます。 

   任期は、平成２３年１０月１日から４年間でございます。 

   尾中氏につきましては、昭和６２年、南部中学校のＰＴＡの副会長、６３年には南部

中学校ＰＴＡの会長、そして平成２０年度には里区長、深溝学区の主任区長を務められ

ております。 

   尾中氏は、人格も高潔にして温厚で、世界各地の海外の赴任など、長年にわたる多様

な経験から、教育行政推進に誠心誠意熱く取り組んでいただける方として、適任者であ

ると考えております。 

   なお、議案関係資料につきましては、８ページから１０ページをごらんいただきたい

と思います。 

   以上、２件につきまして、よろしくお願いを申し上げたいと存じます。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（池田久男君） 提案理由の説明は終わりました。 

   これより質疑を行います。 

   質疑の方法は、会議規則第５５条及び第５６条の規定により、１議題につき１５分以

内とし、質疑の回数制限は行いませんので、よろしくお願いします。 

   理事者の答弁時間の制限はありませんが、議員の発言時間の制限にかんがみ、簡明な

る答弁をお願いします。 

   まず、第３２号議案について質疑を許します。 

   ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（池田久男君） 以上で、第３２号議案の質疑を打ち切ります。 

   次に、第３３号議案の質疑を許します。 
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   ございませんか。 

   １３番、丸山君。 

○１３番（丸山千代子君） 今回、学区としては深溝学区のほうから尾中さんが選任をされ

るということで提案をされたわけでありますけれども、町長の説明の中で、海外赴任を

経験をされ、世界各地を回られたということが教育委員としてふさわしいという、そう

した説明でございましたけれども、その点について詳しく説明をいただきたいというふ

うに思うわけでありますけれども、世界各地を回ったから教育委員としてどうふさわし

いのかと、そういう点についてでございます。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 少し言葉足らずで、大変恐縮でございますけれども、尾中氏にお

きましては、職業が材木関係の仕事をやっておられまして、筏師といいますか、日本古

来の伝統と申しますか、丸太に乗って競技をするといいますか、くるくる回して競技す

る。そういうことで、カナダだとか世界大会に出られまして、そういう意味での海外で

の経験といいますか、そういう世界の子どもたちがやる気を起こせる、そういう素養を

持っていらっしゃる方というふうな形で私は申し上げたつもりでございます。申しわけ

ございませんでした。もう少し細かく話をすればよかったわけであります。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君。 

○１３番（丸山千代子君） 今の教育行政にかかわってはいろんな問題が山積をしている中

で、こうした教育委員としての尾中さんのその経験を生かすこともさることながら、ど

ういう態度でそうした教育委員として活動をされていくおつもりがあるか、その点につ

いての抱負等を町長としてじきじきにお聞きになったかということについてお伺いをい

たしたいと思います。 

○議長（池田久男君） 町長。 

○町長（大須賀一誠君） 尾中さんにつきましては、７月２８日に私と教育長を交えまして

お越しいただきまして、お話を聞かせていただきました。 

   特に、南中のＰＴＡの会長を歴任されておりますので、その点におきましては、学校

についての非常に御同慶があるということと、それから我が国の学校教育に欠けている

ことはどんなことだとか、それから最重点施策としてどういうことをしたいだとか、そ

れから長寿社会とか少子化の中で生涯学習をして取り組んでいくことはどういうことか

とか、それから幸田町の教育で何が誇れ、何が欠けているかとか、いろんなことをお聞

きいたしまして、的確な御回答をいただきました。 

   その中で、先ほど申し上げたような海外に行かれていろんなチャレンジをしてこられ

たという経過も踏まえて、教育委員として子どもたちを指導していただける方だろうと

いうふうに思っております。 

○議長（池田久男君） １３番、丸山君の質疑は終わりました。 

   ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（池田久男君） 以上で、第３３号議案の質疑を打ち切ります。 

   これをもって、質疑を終結いたします。 
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   ここで、委員会付託の省略についてお諮りいたします。 

   ただいま議題となっております議案を会議規則第３９条第３項の規定により、委員会

への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多数） 

○議長（池田久男君） 異議なしと認めます。 

   よって、ただいま議題となっております議案は、委員会への付託を省略することに決

定いたしました。 

   これより、ただいま議題となっています２件について討論に入ります。 

   まず、原案反対の方の発言を許します。 

   反対討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（池田久男君） 反対討論なしと認め、反対討論を打ち切ります。 

   次に、原案賛成の方の発言を許します。 

   賛成討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（池田久男君） 賛成討論なしと認め、賛成討論を打ち切ります。 

   これをもって、討論を終結いたします。 

   これより、採決いたします。 

   採決の方法は、起立により行います。 

   まず、第３２号議案 幸田町固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを原案ど

おり同意するに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田久男君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第３２号議案は、原案どおり同意されました。 

   次に、第３３号議案 教育委員会委員の任命についてを原案どおり同意するに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（池田久男君） 着席願います。 

   起立全員であります。 

   よって、第３３号議案は、原案どおり同意されました。 

   ここで、暫時休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時４３分 

─────────────── 

                             再開 午前 ９時４６分 

○議長（池田久男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間休憩といたします。 

                             休憩 午前 ９時４６分 

─────────────── 
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                             再開 午前 ９時５６分 

○議長（池田久男君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

──────────────○─────────────── 

日程第６ 

○議長（池田久男君） 日程第６、第３４号議案から認定第１０号までの２４件を一括議題

といたします。 

   朗読は省略し、理事者に提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

〔町長 大須賀一誠君 登壇〕 

○町長（大須賀一誠君） それでは、単行議案の第３４号議案から第３９号議案までの６件

につきまして、提案の理由を説明をさせていただきます。 

   まず、第３４号議案につきまして、説明を申し上げます。議案書９ページをお願いい

たします。議案関係資料につきましては、１１ページから３３ページでございますので、

あわせてごらんをいただきたいと存じます。 

   第３４号議案 幸田町税条例等の一部改正についてであります。 

   提案理由といたしましては、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整

備を図るための地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴うものでございます。 

   １０ページをごらんいただきたいと思います。 

   まず、第１条の改正概要でございます。 

   幸田町税条例の一部改正でありますが、寄附金税額控除の適用対象の拡大と寄附金税

額控除の適用下限額の引き下げで、施行日は公布の日、適用は平成２４年度分からでご

ざいます。 

   続きまして、租税罰則の過料の見直し及び新設であります。 

   納税管理人に係る不申告に関する過料等を、現行「３万円」を「１０万円」とし、た

ばこ税に係る不申告に関する過料等は、新設し「１０万円」とするものであります。 

   施行日は、公布日から起算して２月を経過した日でございます。 

   次に、肉用牛の売却による事業所得の課税の特例であります。 

   特例期間の延長、平成２４年度から平成２７年度と、対象頭数の見直し、２,０００

頭から１,５００頭であります。 

   施行日は、平成２５年１月１日でございます。 

   １４ページの中段をごらんください。 

   第２条における一部改正は、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率の延

長につきまして、特例を２年延長、平成２３年の１２月３１日から平成２５年１２月３

１日にするものでございます。 

   施行日は、公布の日からであります。 

   その下の第３条における一部改正は、字句の整理等でございます。 

   また、第４条における一部改正は、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の

特例の延長につきましても、期間を２年延長し、平成２５年度から平成２７年度とする

ものでございます。 
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   施行日は、公布の日でございます。 

   その他は、地方税法の改正に伴う引用条項の整理及び字句の整理でございます。 

   附則につきましては、先ほどそれぞれ申し上げた施行期日と経過措置とを定めるもの

であります。 

   続きまして、議案書１７ページをお願いいたします。議案関係資料は３４ページから

３５ページとなりますので、よろしくお願いいたします。 

   第３５号議案 幸田町都市計画条例の一部改正についてでございます。 

   提案理由といたしましては、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整

備を図るための地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴うものでございます。 

   １８ページをお願いいたします。 

   改正の概要につきましては、地方税法の改正に伴う独立行政法人水資源機構が所有す

る一定の土地に係る固定資産税の課税標準の特例措置の廃止及び引用条項の整理であり

ます。 

   施行期日につきましては、公布の日でございます。 

   次に、議案書１９ページをお願いいたします。 

   第３６号議案 相見駅自由通路の設置及び管理に関する条例の制定についてでござい

ます。 

   提案理由といたしましては、相見駅開業に伴い自由通路の設置及び管理に関し、必要

があるからでございます。 

   ２０ページをごらんいただきたいと存じます。 

   相見駅自由通路は、地方自治法に基づく公の施設として条例に規定するもので、第１

条及び第２条で趣旨・設置目的を定め、第３条で名称を「相見駅自由通路」とし、位置

を幸田町大字菱池字五反割９番地と定め、第４条では、その区域を明確にいたします。

第５条以下は、自由通路内における禁止行為、許可を受ければできる行為の内容及び対

象者等を定め、あわせて許可に関連して取り消し、許可の権利譲渡等の禁止、原状回復

義務等を規定しております。また、第１０条で、利用者の損害賠償義務、第１１条では、

町の免責要件などを規定しています。 

   附則で、施行期日につきましては、平成２４年３月３１日までの間におきまして規則

で定める日から施行することとするものでございます。 

   議案関係資料は、３６ページから３７ページをごらんいただきたいと存じます。 

   次に、議案書２３ページをお願いいたします。 

   第３７号議案 蒲郡市幸田町衛生組合規約の一部変更についてでございます。 

   提案理由は、蒲郡市斎場の更新に伴い、建設及び維持管理並びにこれに附帯する事務

を蒲郡市及び幸田町の共同事業として処理する必要があるからでございます。 

   ２４ページをごらんいただきたいと存じます。 

   変更の内容につきましては、第１条で、蒲郡市幸田町衛生組合が共同処理する事務、

本文第３条関係に斎場建設及び維持管理並びにこれに附帯する事務に加え、監査委員の

選任者規定の明文化、本文第７条関係でございます。組合の経費の支弁方法、本文の第

８条関係を、組合議会に要する経費、し尿処理場の経常経費、建設費及び地方債償還元
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金に分けて定めるものでございます。 

   第２条で、衛生組合斎場の経常経費の負担を定めるものでございます。 

   施行期日につきましては、愛知県知事の許可のあった日から施行するものであります。 

   ただし、衛生組合の斎場の経常経費の負担割合につきましては、組合が建設する斎場

の供用開始の日から施行するものでございます。 

   議案関係資料は、３８ページから４１ページをごらんいただきたいと存じます。 

   次に、議案書２５ページをお願いいたします。 

   第３８号議案 工事の請負契約についてでございます。 

   幸田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

   提案理由は、舗装新設工事第２３－２工区の施行に伴い、必要があるからであります。 

   ２６ページをごらんいただきたいと存じます。 

   工事名は、舗装新設工事第２３－２工区で、工事場所は、菱池字蓮池地内の相見駅西

駐車場内でございます。 

   工事の概要は、舗装工、車止工、フェンス工、駐車桝工一式でございます。 

   契約金額は、６,１６３万５,０００円でございます。 

   契約の方法は、９社による指名競争入札を８月３日に実施し、契約予定者は、幸田町

大字横落字長根７７番地１ 三河舗装建設株式会社 幸田支店 取締役支店長 山本み

ゑ子でございます。 

   なお、議案関係資料は、４２ページから４５ページをごらんいただきたいと存じます。 

   次に、議案書２７ページをお願いいたします。 

   第３９号議案 財産の取得についてでございます。 

   財産を取得するため、幸田町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

   提案の理由は、コミュニティバスの取得に伴い、必要があるからでございます。 

   ２８ページをごらんいただきたいと思います。 

   物品の概要は、コミュニティバス、定員２９名、２台でございます。 

   納入場所は、菱池字元林地内でございます。 

   契約金額は、１,２６０万円でございます。 

   契約の方法は、１１社による指名競争入札を８月４日に実施し、契約予定者は、幸田

町大字大草字山添１０２番地１ 有限会社オカモト自動車 代表取締役 岡本泰明でご

ざいます。 

   なお、議案関係資料につきましては、４６ページから５０ページでございます。 

   以上、単行議案６件でございます。 

   よろしくお願いをいたします。 

   それでは、次に、補正予算関係について説明をいたしたいと存じます。 

   別冊となっております補正予算関係をごらんいただきたいと思います。 

   まず初めに、第４０号議案 平成２３年度幸田町一般会計補正予算（第２号）につい

てでございます。 
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   補正予算書１ページをお開きいただきたいと存じます。 

   第１条、歳入歳出予算の補正でありますが、歳入歳出それぞれ６,３５７万７,０００

円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ１５５億３７万７,０００円とす

るものでございます。 

   また、第２条、地方債補正につきましては、臨時財政対策債２億円の起債の借り入れ

を取りやめることをお願いするものでございます。 

   それでは、主な補正内容を説明させていただきます。 

   まず、歳入につきまして、補正予算説明書８ページをごらんいただきたいと思います。 

   １０款町税では、個人所得割におきまして、経済不況により低迷を見込んでおりまし

たが、若干の回復により、８,６００万円を追加し、法人税割におきましては、企業の

業績回復によりまして、４億円を追加するものでございます。 

   また、固定資産税におきましては、賦課決定に基づき精査し、土地分７００万円、家

屋分１,７００万円、償却資産分９００万円、それぞれ減額するものでございます。 

   次に、５５款国庫支出金につきましては、台風６号による河川災害の復旧に対する国

の負担金１６６万６,０００円の新規計上をいたしました。 

   次に、６０款の県支出金につきましては、自動車産業の土日操業による保育園等の開

園に対する県補助金２８０万円を追加いたしました。 

   次に、７５款の繰入金につきましては、土地取得特別会計からの繰入金６５４万６,

０００円と後期高齢者医療特別会計からの繰入金５８万３,０００円を追加し、財政調

整基金からの繰入金の減額で全体の調整をするものであります。 

   １０ページをお願いいたします。 

   次に、８０款繰越金につきましては、予算現額に対し５億７,１３９万５,０００円の

超過となりましたので、その全額を追加するものであります。 

   次に、９０款町債につきましては、臨時財政対策債２億円につきましては、起債の借

り入れを取りやめるものでございます。 

   続きまして、歳出について説明申し上げます。 

   １２ページをお願いいたします。 

   まず、１５款総務費につきまして、職員研修事業で研修負担金等を追加し、安全対策

一般事業で３月１１日の東日本大震災を受け、地域防災計画の修正の委託料等を追加し、

戸籍住民基本台帳一般事業では、公的個人認証サービス機器購入費を新規計上するもの

であります。 

   次に、２０款民生費でありますが、社会福祉費におきまして、後期高齢者医療療養給

付費の前年度精算分の負担金の追加と、幸田老人憩いの家の改修工事費を追加し、児童

福祉費におきましては、自動車産業の土日操業に関連した休日保育の保育士の報酬等の

追加、わしだ保育園の大規模改修のための基本構想等の委託料を新規計上するものでご

ざいます。 

   １４ページをお願いいたします。 

   次に、２５款衛生費につきましては、保健衛生費におきまして、住宅用太陽光発電シ

ステム設置費補助金の追加と、蒲郡市幸田町衛生組合の斎場建設負担金を新規計上する
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ものでございます。 

   次に、３５款の農林水産業費につきましては、農地費におきまして農業集落排水事業

特別会計繰出金を追加するものであります。 

   次に、４５款土木費につきましては、土木管理費におきまして、登記事務嘱託員報酬

を新規計上し、道路橋梁費におきまして生活道路整備工事費を追加するものであります。 

   また、都市計画費におきましては、幸田駅前土地区画整理事業特別会計及び下水道事

業特別会計への繰出金の減額と、住宅費におきまして民間木造住宅無料耐震診断業務の

委託料を追加するものでございます。 

   次に、６０款災害復旧費につきましては、公共土木施設災害復旧費におきまして、台

風６号による道路災害復旧工事費と河川災害復旧工事費を新規計上するものでございま

す。 

   次に、４ページにお戻りいただきまして、第２条、地方債の補正でございます。 

   臨時財政対策債２億円につきまして、公債費比率を少しでも減少させるため、取りや

めるものでございます。 

   なお、議案関係資料につきましては、５１ページから５４ページでございますので、

ご参照いただきたいと思います。 

   それでは、次に、特別会計のほうに入ってまいりたいと思います。 

   第４１号議案 平成２３年度幸田町土地取得特別会計補正予算（第１号）についてで

ございます。 

   補正予算書１９ページをお開きいただきたいと存じます。 

   歳入歳出それぞれ６５４万６,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出そ

れぞれ９,７２９万円とするものでございます。 

   補正予算説明書２６ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入につきましては、前年度繰越金６５４万６,０００円を追加し、歳出につきまし

ては、２８ページのとおり、一般会計繰出金６５４万６,０００円を追加するものでご

ざいます。 

   次に、第４２号議案 平成２３年度幸田町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

についてでございます。 

   補正予算書の３１ページでございます。ごらんいただきたいと思います。 

   歳入歳出それぞれ５９１万５,０００円を減額し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出そ

れぞれ３０億２,６１０万５,０００円とするものでございます。 

   補正予算説明書３８ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入につきましては、療養給付費等交付金におきましては、過年度の精算交付金を追

加し、前期高齢者交付金におきまして、本年度の交付額の確定により減額し、諸収入で

は、老人保健拠出金の還付金を追加し、前年度繰越金と基金繰入金の追加によりまして

全体を調整をいたしました。 

   歳出につきましては、補正予算説明書４０ページをごらんいただきたいと存じます。 

   後期高齢者支援金等・納付金額等の確定によりまして、前期高齢者納付金及び介護納

付金を追加し、諸支出金では、過年度の精算金により国庫支出金と還付金を追加し、予
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備費を２,０００万円減額をいたしました。 

   それでは、続きまして第４３号議案に続いてまいります。平成２３年度幸田町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてでございます。 

   補正予算書は４５ページをお開きいただきたいと思います。 

   歳入歳出それぞれ５８万３,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それ

ぞれ２億４,８０４万７,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書５２ページをお願いいたします。 

   歳入につきましては、前年度繰越金の追加のみでありまして、歳出につきましては、

５４ページのとおり、一般会計繰出金を歳入と同額追加し、調整いたしたものでありま

す。 

   続きまして、第４４号議案 平成２３年度幸田町介護保険特別会計補正予算（第１

号）についてでございます。 

   補正予算書５７ページをお開きいただきたいと思います。 

   歳入歳出それぞれ２,５２０万８,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ１４億２,２２６万３,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書６４ページをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入につきましては、支払基金交付金の過年度分の精算交付金と前年度繰越金を追加

するものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書６６ページをごらんいただきたいと思いますが、

諸支出金では、過年度精算により国庫支出金等の返還金を追加し、地域支援事業費では、

予防対策ＰＲ、資材購入費を追加し、基金積立金の追加により全体の調整をするもので

ございます。 

   続きまして、第４５号議案 平成２３年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号）についてでございます。 

   補正予算書６９ページをお開きいただきたいと思います。 

   歳入歳出それぞれ２２０万円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出それぞれ５億

５,１４７万３,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書７６ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入につきましては、前年度繰越金を追加し、一般会計からの繰入金の減額により全

体の調整をするものであります。 

   歳出につきましては、補正予算説明書７８ページをごらんください。歩行者の安全確

保のための道路の拡幅工事費を追加するものであります。 

   続きまして、第４６号議案 平成２３年度幸田町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）についてでございます。 

   補正予算書８１ページをお開きいただきたいと思います。 

   歳入歳出それぞれ１,４５１万５,０００円を追加し、歳入歳出の予算総額を歳入歳出

それぞれ３億５,８３７万８,０００円とするものであります。 

   補正予算説明書８８ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳入につきましては、前年度繰越金を追加し、一般会計の繰入金の追加により全体の
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調整をするものでございます。 

   歳出につきましては、補正予算書９０ページをごらんいただきたいと思います。 

   物件移転費など補償費を追加し、年利５.５％以上の起債につきまして、繰上償還が

認められたため、新規計上するものでございます。 

   続きまして、第４７号議案 平成２３年度幸田町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）についてでございます。 

   補正予算書９３ページをお開きいただきたいと思います。補正予算説明書につきまし

ては、９６ページをごらんいただき、今回の補正は歳入のみであり、歳入歳出の予算総

額に変更はございません。補正の内容といたしましては、前年度の繰越金１,０８６万

６,０００円の追加により、一般会計からの繰入金を同額の１,０８６万６,０００円減

額するものであります。 

   以上、補正予算関係８件でございます。よろしくお願いいたします。 

   それでは、続きまして認定議案でございますけれども、認定第１号から認定第１０号

までの決算認定につきましては、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企業法第３

０条第４項の規定により、本議会の認定に付すものでございます。 

   一般会計から順次説明を申し上げますので、別冊の「平成２２年度各会計決算書」及

び「平成２２年度決算に係る主要な施策の成果の説明書」をごらんいただきたいと存じ

ます。 

   まず、認定第１号 平成２２年度幸田町一般会計歳入歳出決算認定についてでござい

ます。詳細につきましては、決算書及び主要な施策の成果の説明書のとおりでございま

す。 

   決算書１８０ページをお開きいただきたいと思います。 

   実質収支に関する調書でございます。 

   歳入決算総額１３４億４,３５９万４,０００円、歳出決算総額１２４億９,９７８万

６,０００円で、差引額９億４,３８０万８,０００円となりました。 

   ２２年度におきましては、繰越明許費による翌年度へ繰り越すべき財源が５,７１１

万３,０００円でありましたので、実質収支額につきましては、８億８,６６９万５,０

００円となっております。 

   決算額の増減の大きな費目につきまして説明させていただきます。 

   初めに歳入でありますが、決算書の１８ページから６９ページ並びに主要な施策の成

果説明書の２１ページからごらんください。 

   ２２年度の税収総額は、７４億３,１６１万９,０００円で、前年度比５億８,０８６

万３,０００円、７.２％の減収となっております。 

   決算書１８ページからお願いいたします。 

   １０款の町税では、町民税個人分は、不況の影響によりまして前年度比３億５,１５

２万２,０００円、１４.４％の減収となり、法人分につきましては、自動車関連企業を

初めとする主要企業の業績が若干上向き、前年度比８,４９１万円、４１％の増収とな

りましたが、町民税全体では２３億８,８４１万２,０００円で、前年度比２億６,６６

１万２,０００円、１０％の減収となっております。 
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   固定資産税につきましては、土地と家屋につきましては、ほぼ前年並みでありました。 

   償却資産分につきましては、設備投資の抑制から、前年度比３億７,３５２万円、１

６.３％の減収となりました。 

   固定資産課税全体では４４億６,１１１万１,０００円で、前年度比３億２,３７６万

３,０００円、６.８％の減収となりました。 

   そのほか、軽自動車税、たばこ税、入湯税、都市計画税におきましては、総額で５億

８,２０９万６,０００円となり、９５１万２,０００円の増収となっております。 

   ２０ページからごらんいただきたいと思います。 

   次に、１５款地方譲与税につきましては、１億４,７２１万９,０００円で、ほぼ前年

度並みとなっております。 

   ２２ページからごらんいただきたいと思いますが、２０款利子割交付金、２１款配当

割交付金、２２款株式等譲渡所得割交付金につきましては、景気低迷により交付額は総

額で４,１５０万３,０００円となり、ほぼ前年並みで、回復いたしませんでした。 

   ２４ページからごらんをいただきたいと思います。 

   ２３款の地方消費税交付金３億８,８３８万７,０００円、２５款のゴルフ場利用税交

付金は２,３３２万円で、ほぼ前年度並みとなりました。 

   次に、２６ページからごらんいただきたいと思いますけれども、３０款自動車取得税

交付金７,０５４万３,０００円で、１６％の減となり、３３款の地方特例交付金につき

ましては、特別交付金がなくなったことにより９,３７４万２,０００円となり、前年度

に比べ３２.７％の減となりました。 

   ３５款地方交付税は、全額が特別交付税で、急激な税収の減に対する補てん等により、

２,６６６万４,０００円が交付されました。 

   なお、普通交付税は、昭和６０年度以来、引き続き不交付となっております。 

   ２８ページをごらんいただきたいと思います。 

   ４０款交通安全対策特別交付金は、５８３万９,０００円で、ほぼ前年並みとなりま

した。 

   ４５款の分担金及び負担金につきましては、保育料保護者負担金と特別養護老人ホー

ムの施設入所に係る本人及び扶養義務者負担金が主なもので、１億９,１３５万８,００

０円で、ほぼ前年度並みとなりました。 

   ５０款の使用料及び手数料につきましては、じん芥処理手数料、公営住宅使用料、駐

車場使用料、道路・河川等占用料が主なもので、２億２,５３９万１,０００円で、ほぼ

前年度並みとなりました。 

   ３４ページをお願いいたします。 

   ５５款国庫支出金につきましては、１５億３,２９２万３,０００円で、前年度比１

７％の増となりました。 

   主な要因といたしましては、平成２１年度からの繰越明許事業であり、中央小学校の

体育館改築事業や、荻谷小学校・深溝小学校の給食エレベーター改築事業、橋梁改修事

業などによるものでございます。 

   次に、４０ページをごらんいただきたいと思います。 
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   ６０款県支出金につきましては、５億７,０８８万８,０００円で、１７.８％の増と

なっております。 

   主な要因は、子ども手当負担金や国勢調査事務交付金の増によるものでございます。 

   次に、５０ページをお願いいたします。 

   ６５款財産収入につきましては、３,４９２万円で、土地の貸し付け、基金の利子、

不動産の売払収入が主なものであります。 

   ７０款寄附金６３１万２,０００円は、社会福祉や小・中学校整備事業等のための指

定寄附採納分でございます。 

   ５４ページをごらんいただきたいと思います。 

   ７５款の繰入金は、７億５,３２１万８,０００円で、前年度比２２５.２％の大幅な

増加となっております。 

   その要因といたしましては、新駅設置事業が本格化し、都市施設整備基金からの繰り

入れと中央小学校体育館建設で教育施設整備基金からの繰り入れがあったためでござい

ます。 

   ５６ページをお願いいたします。 

   ８０款の繰越金は、７億２,９７１万円となりまして、前年度比１億３,００６万２,

０００円の増となりました。 

   ８５款諸収入につきましては、預託回収金、保育所、小・中学校の給食費実費徴収金、

がん検診等自己負担金、市町村振興協会基金交付金など、他の費目に属さない収入でご

ざいます。総額で４億４,７０３万８,０００円となり、前年度比４.１％の増となりま

した。 

   ６６ページを次にお願いいたします。 

   最後に、９０款でございます。町債は７億２,３００万円で、１４億５,９００万円の

減となりました。 

   これは、新駅自由通路建設を初め新駅周辺開発、幸田中央公園のための借り入れと税

収の減少のため、臨時財政対策債の借り入れを行ったことによるものであります。 

   大きく減少した理由は、２１年度は経済危機の長期化に備え、減収補てん債１３億円

の借り入れを行ったことによるものでございます。 

   以上、一般会計の歳入の概要について説明をさせていただきました。 

   次に、続きまして歳出についてお願いをいたします。 

   歳出につきましては、その概要を性質別に説明させていただきたいと思いますので、

主要な施策の成果の説明書１４、１５ページからお開きいただきたいと思います。 

   まず、性質別の義務的経費でありますが、人件費は全体で２８億９,３３９万２,００

０円となり、１.８％の増でありました。これは、地方公務員共済組合負担金が増加し

たことや、町民のニーズがふえてきた３歳未満児や障害児に対するために保育士を増加

したことなどによるものであります。 

   扶助費につきましては、１４億３,７７７万９,０００円で、６２％の増となりました。

これは、２１年度の児童手当が２２年度は子ども手当に制度変更したことにより、５億

１,２９９万５,０００円増額となったことによるものでございます。 
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   公債費は、１１億１,０１２万５,０００円で、７.４％の増となりました。 

   次に、物件費は、１９億４,６４０万７,０００円となりまして、４.８％の増となり

ました。これは、子宮頸がん、ヒブ・小児用の肺炎球菌ワクチン接種や日本脳炎予防接

種の増加、人間ドック受診者の増加、妊婦健康診査受診の増が主な要因となっておりま

す。 

   次に、維持補修費につきましては、２億１２１万３,０００円で、２４.２％の増とな

りました。 

   次に、補助費等につきましては、１３億４,９３５万７,０００円となりまして、３８.

８％の減となりました。これは、定額給付金５億５,２４８万円の減や法人町民税の還

付金３億２,９０９万６,０００円の減などによるものでございます。 

   積立金は、１億８,７６３万５,０００円で、８８.１％の減となっております。２１

年度では、経済危機の長期化に備え、多額の積み立てをしたことによるものであります。 

   普通建設事業におきましては、２２億２,０４９万９,０００円で、前年度に比べ４％

の増となりました。 

   主なものとしては、国庫補助事業分として、新駅及び自由通路設置事業、中央小学校

体育館改築事業、新駅周辺整備事業を実施することができました。また、国庫補助事業

以外の単独事業では、町民会館駐車場拡張、生活道路整備事業等を実施いたしました。 

   なお、平成２２年度におきましては、筆柿選果機改修事業を初め６事業で総額８,４

００万円を次年度へ繰越明許いたしました。 

   最後に、財政指標につきまして説明をいたしたいと思います。 

   主要な施策の成果の説明書１８ページをごらんいただきたいと思います。 

   まず、単年度の財政力指数でありますが、法人町民税の減少によりまして１.４７か

ら１.１５となりまして、０.３２ポイントの低下となりました。経常収支比率につきま

しては、７１.６％から８３.６％となり、１１.８ポイントの増加となりました。 

   この増となった要因としては、主な分母である経常一般財源が税収の落ち込みで６億

円以上減少したことと、さらに２１年度は、減収補てん債特例分が１０億円あり、分母

を大きくしていたわけですが、２２年度はそれがゼロとなり、分母が小さくなったこと

が１１.８ポイントアップとした主な要因でございます。財政状況の悪化が数値にあら

われてまいっております。 

   公債費比率は、１０.５％から１０.９％と、０.４ポイントの増加となりました。こ

れは、主な分母である標準財政規模が税収の減により大幅に減少したことによるもので

あります。 

   以上、一般会計の決算概要でございます。よろしく御審議いただきますよう、お願い

申し上げます。 

   続きまして、特別会計について、順次、説明を申し上げたいと存じます。 

   次に、認定第２号 平成２２年度幸田町土地取得特別会計歳入歳出決算認定について

説明を申し上げます。 

   決算書の１８３ページから２０２ページ並びに主要な施策の成果の説明書１２３ペー

ジからをごらんいただきたいと存じます。 
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   歳入決算総額２億３,９４７万９,０００円、歳出決算総額２億３,２９３万２,０００

円で、差引額６５４万７,０００円でございます。 

   歳入といたしましては、幸田中央公園用地等の一般会計への売払収入２億４３８万７,

０００円が主なもので、そのほか、菱池地内の用地売り払いなどで、前年度比５３.

４％の減となっております。 

   歳出といたしましては、ハッピネス・ヒル幸田代替地の先行取得によりまして５,０

７５万２,０００円と公債費は１億８,０３５万７,０００円、幸田中央公園の元金及び

利子の償還の最終年度分でありまして、そのほかといたしましては、基金利子を土地開

発基金へ繰り出したものでございます。 

   次に、認定第３号 平成２２年度幸田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いてでございます。 

   決算書２０５ページから２５０ページ並びに主要な施策の成果の説明書１３７ページ

ページからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額２８億５,１１３万９,０００円、歳出決算総額２８億８６万７,０００

円で、差引額５,０２７万２,０００円でございます。 

   歳入につきましては、国民健康保険税は５％の減となり、国庫支出金や療養給付費等

交付金の増により、歳入総額は１億８,０６９万５,０００円、６.８％の増加となって

おります。 

   歳出につきましては、後期高齢者支援金の減少がありました。総務費でシステム改修

委託料の増や療養諸費の増加により、歳出総額では１億７,６１９万８,０００円、６.

７％の増加となっております。 

   なお、平成２３年３月末の加入世帯数は４,６１３世帯で、前年度より６７世帯増加

し、被保険者数は８,８２０人で、前年度より３６人の増加となっております。 

   続きまして、認定第４号 平成２２年度幸田町老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて説明を申し上げたいと存じます。 

   決算書２５３ページから２７３ページ並びに主要な施策の成果の説明書１５３ページ

からをごらんいただきたいと存じます。 

   平成２０年４月の後期高齢者医療制度の発足に伴いまして、制度が廃止となり、本年

度は新医療制度移行前の平成２０年３月診療分までの老人医療給付費等に係る精算処理

のみとなったため、決算額は大幅に減少し、歳入決算額は１９８万９,０００円、歳出

決算額１９８万９,０００円で、差引額は０円となりました。 

   歳入の主な内容は、支払基金交付金が３,０００円、一般会計繰入金総額で前年度比

５３６万６,０００円、２７％の減となったわけであります。 

   一方、歳出といたしましては、一般管理費１万６,０００円、国・県負担金、過年度

分の返還金５４万５,０００円と社会保険診療報酬支払基金交付金返還金１４２万７,０

００円等となり、歳出総額で前年度対比３３８万７,０００円、３７％の減となってお

ります。 

   続きまして、認定第５号 平成２２年度幸田町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定についてでございます。 
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   決算書２７７ページから３００ページをお願いいたします。並びにまた主要な施策の

成果の説明書につきましては、１５９ページからをごらんいただきたいと存じます。 

   歳入の決算総額が２億３,８４９万６,０００円、歳出決算総額が２億３,７９１万３,

０００円で、差引額５８万３,０００円となりました。 

   歳入の主な内容の内訳は、被保険者の増により保険料が１億８,７５６万９,０００円、

保険基盤安定繰入金が３,７４７万８,０００円、広域連合受託事業収入が５９５万２,

０００円、歳入総額で前年度比４５５万７,０００円、１.９％の増となっております。 

   歳出といたしましては、一般事務費等の総務費及び徴収費が６１５万８,０００円、

広域連合納付金２億２,５４４万７,０００円、健康診査等保健事業５３２万２,０００

円などとなり、歳出総額で前年度比４８６万２,０００円、２.１％の増となっておりま

す。 

   次に、認定第６号 平成２２年度幸田町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につきま

して説明申し上げます。 

   決算書３０３ページから３４２ページ並びに主要な施策の成果の説明書は、１６７ペ

ージからでございます。よろしくお願いいたします。 

   歳入決算総額が１２億３,０８４万１,０００円、歳出決算総額が１２億５８３万３,

０００円で、差引額は２,５００万８,０００円となりました。 

   歳入の主な内容は、第１号被保険者保険料が２億７,３６３万６,０００円、国・県支

出金及び社会保険診療報酬支払基金交付金の総額が７億６,５５５万８,０００円、前年

度からの繰越金が２,２９１万７,０００円、一般会計からの繰入金は１億６,８５３万

４,０００円となりまして、歳入総額で前年度比１３０万７,０００円、０.１％の増と

なりました。 

   歳出といたしましては、介護給付費及び審査支払手数料を全体で１１億３,３６３万

５,０００円、要介護認定に係る経費として１,７０４万円、一般管理費、賦課徴収事務

合わせて９７５万３,０００円、地域支援事業費として３,１５６万円などとなり、歳出

総額で前年度比７８万４,０００円、０.１％の減となっております。 

   次に、認定第７号 平成２２年度幸田町幸田駅前土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算認定についてでございます。 

   決算書３４５ページから３６４ページ並びに主要な施策の成果の説明書１８１からご

らんをいただきたいと存じます。 

   歳入決算総額４億８,１２６万円、歳出決算総額４億６,７５３万３,０００円で、差

引額１,３７２万７,０００円となりました。 

   ２２年度におきましては、繰越明許費による翌年度へ繰り越すべき財源が５１５万２,

０００円及び事故繰り越しによる翌年度への繰越財源が４３９万６,０００円ありまし

たので、実質収支額につきましては、４１７万９,０００円となりました。 

   歳入につきましては、主な内容は、都市計画道路整備に係る国・県支出金が２億４,

８８４万円、一般会計からの繰入金が９,５００万円、前年度繰越金が７３０万５,００

０円、町債が１億２００万円となり、歳入総額で前年度比１億８２万５,０００円、２

６.５％の増となっております。 
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   歳出といたしましては、人件費を初めとする総務管理費として１,７５１万５,０００

円、工事費として７６２万９,０００円、移転補償費等の土地区画整理事業費４億２,１

３７万９,０００円となり、歳出総額で前年度比１億７９９万６,０００円、３０％の増

となっております。 

   次に、認定第８号 平成２２年度幸田町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

について説明申し上げます。 

   決算書は３６７ページから３８８ページ並びに主要な施策の成果の説明書が１８９ペ

ージからでございます。 

   歳入決算総額が３億９,９６６万３,０００円、歳出決算総額が３億９,１８３万３,０

００円で、差引額７８３万円となっております。 

   歳入の主な内容は、受益者分担金が１,３２１万４,０００円、処理施設使用料が７,

６３３万４,０００円、県補助金は、処理場機能強化対策により４,６７８万４,０００

円と大幅に増加し、繰越金が７６９万３,０００円、一般会計からの繰入金が２億３,５

００万円となりまして、歳入総額で前年度対比４,１９４万２,０００円、９.５％の減

となっております。 

   歳出といたしましては、職員１人分の人件費を初めとする総務管理費１,３８７万円

のほか、維持管理費として処理場の施設管理、保守点検委託料及び管路等の維持補修を

行い、２億２,１６３万７,０００円、公債費は１億５,６３５万６,０００円となり、歳

出総額で前年度比４,２０７万９,０００円、９.７％の減となっております。 

   次に、認定第９号 平成２２年度幸田町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てでございます。 

   決算書の３９１ページから４１４ページ、主要な施策の成果の説明書につきましては、

１９７ページからお願いをいたします。 

   歳入決算総額６億５,０３０万４,０００円、歳出決算総額６億３,９４３万７,０００

円で、差引額１,０８６万７,０００円となりました。 

   歳入の主な内容は、受益者負担金が賦課区域の増により３,８５３万円、下水道使用

料１億８,０９１万３,０００円で、ほぼ前年度並みとなり、国庫支出金は３,７００万

円で、前年度に対して１億３,７７８万１,０００円の大幅な減となりまして、町債３,

８３０万円、繰入金を３億２,７００万円とし、歳入総額で前年度比２億２,９８２万６,

０００円、２６.１％の減となっております。 

   歳出におきましては、職員５人分の人件費を初めとする総務管理費５,０３４万６,０

００円のほか、浄化センターの利用に伴う汚水処理費負担金など維持管理費が１億２,

７７８万１,０００円、公共下水道建設事業費は、区画整理事業区域内と周辺集落区域

の整備となり、１億２,５７７万２,０００円、公債費は３億３,５５３万７,０００円と

なりまして、歳出総額で前年度比２億３,０２２万４,０００円、２６.５％の減となっ

ております。 

   平成２２年度末の整備状況は、単独公共下水道区域が整備済み面積１３４.５ヘクタ

ール、管渠延長４万５,９７１.４メートル、流域関連公共下水道区域が整備済み面積４

２４.５ヘクタール、管渠延長が１１万３,８２０.４メートルとなりました。 
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   下水道の普及率は６８.５％となり、前年度末の０.１％の伸びとなっております。 

   最後に、認定第１０号 平成２２年度幸田町水道事業会計決算認定について説明を申

し上げます。 

   決算書の４２７ページから４６３ページ並びに主要な施策の成果の説明書２２７ペー

ジからをごらんいただきたいと存じます。 

   収益的収入及び支出につきましては、営業収益など６億５,７６８万９,０００円の収

入に対し営業費用など６億１,９１６万１,０００円を支出した結果、３,８５２万８,０

００円の収支差し引きとなりました。 

   なお、損益計算上の当期純利益は２,２３５万６,０００円となり、前年度繰越利益剰

余金を加え、３,７７４万円の未処分利益剰余金となりました。このうち減債積立金に

２００万円を積み立て、残高３,５７４万円を翌年度繰越利益剰余金といたしました。 

   また、資本的収入及び支出につきましては、工事負担金収入等に対しまして建設改良

費等を支出した結果、収支差し引き３億７,０７８万４,０００円の不足となり、これは

建設改良積立金、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額並び

に損益勘定留保資金で補てんいたしました。 

   以上、平成２３年第３回幸田町議会定例会に提案いたしました単行議案６件、補正予

算８件、決算認定１０件等々につきまして提案理由の説明をさせていただきました。 

   慎重審議の上、全議案御可決・承認賜りますようにお願い申し上げます。ありがとう

ございました。 

〔町長 大須賀一誠君 降壇〕 

○議長（池田久男君） これをもって、提案理由の説明を終わります。 

   ここで、途中ではありますが、１０分間の休憩といたします。 

                             休憩 午前１０時５５分 

─────────────── 

                             再開 午前１１時０５分 

○議長（池田久男君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

──────────────○─────────────── 

  日程第７ 

○議長（池田久男君） 日程第７、ここで羽根渕保博監査委員から決算審査意見の御報告を

お願いいたします。 

   監査委員、羽根渕保博君。 

〔監査委員 羽根渕 保博君 登壇〕 

○監査委員（羽根渕 保博君） 御指名でございますので、報告をさせていただきます。 

   去る７月２７日から８月５日まで実質６日間にわたりまして平成２２年度の決算審査

の結果について申し上げます。 

   平成２２年度幸田町一般会計・各特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況並びに水道

事業会計決算の審査に当たっては、町長から提出された決算書、決算に関する附属資料、

証書類及び各課等から提出された資料等を照合し、あわせて関係職員の説明を求め聴取

するとともに、定期監査、例月出納検査等の結果も参考とし、計数の正確性、事務処理
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の正否、予算執行上の適否等について審査を実施いたしました。 

   審査の結果につきましては、審査に付された各会計の歳入歳出決算書等は、いずれも

関係法令に準拠して作成されており、計数は正確であり、予算の執行はおおむね適正で

あると認められました。 

   審査の総括的意見といたしましては、お手元に配付させていただきました決算審査意

見書の１９ページ、第６「むすび」に記載させていただいておりますので、ごらんいた

だきたいと思います。 

   それでは、その朗読をもって説明にかえさせていただきます。 

   第６ むすび 

   平成２２年度幸田町一般会計、各特別会計、基金運用状況及び水道事業会計の決算審

査の概要は前述のとおりであり、ここに総括的な意見を付して、本審査のむすびとする。 

   平成２２年度の決算における一般会計と各特別会計の決算総額は、歳入１９５億３,

６７７万円、歳出１８４億７,８１２万円で、前年度と比較し歳入で１４億７５８万円

（６.７％）、歳出１６億１１２万円（８.０％）とおのおの減少となっている。 

   歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支は１０億５,８６４万円で、翌年度

へ繰り越す財源の６,６６６万円を差し引いた実質収支は９億９,１９８万円の黒字、ま

た単年度収支においても１億５,９０６万円の黒字となっている。 

   一般会計の歳入は、総額１３４億４,３５９万円で、前年度と比較し１１億９,６５３

万円の減少となっている。町民税は、全体で２億６,６６１万円の減収となっている。

これは、個人町民税が景気悪化により前年度と比較し３億５,１５２万円の減収が主な

要因となっている。固定資産税についても、償却資産分において設備投資の減少で３億

７,３４２万円の減となり、固定資産税全体では３億２,３７６万円の減収となっている。

町税全体では７４億３,１６２万円、前年度と比較し５億８,０８６万円（７.２％）の

減少となった。 

   町税以外で減少となった主な科目は、自動車取得税交付金、地方特例交付金、財産収

入及び町債などであった。 

   一方、国庫支出金、県支出金、繰入金及び繰越金などは増加となった。中でも、国庫

支出金が２億２,２２６万円、繰入金が５億２,１５９万円の大幅な増加となっている。 

   増加の要因として、国庫支出金については、社会資本整備総合交付金、経済危機対策

臨時交付金及びきめ細かな臨時交付金の増、繰入金については、新駅設置事業に伴い都

市施設整備基金を繰り入れしたことと、中央小学校体育館改築等のために教育施設整備

基金を繰り入れしたことによるものである。 

   一般会計の歳出総額は、１２４億９,９７９万円で、前年度と比較し１４億１,０６３

万円減少している。 

   主な増減要因を歳出目的別に見ると、増加した費目は、子ども手当等により民生費で

６億８２０万円の増、次に教育費で、中央小学校体育館改築事業などに伴い５,４８５

万円の増、公債費では、平成２０年度に借り入れした減収補てん債の償還が始まったこ

とにより、７,６８１万円の増などが主なものとなっている。 

  次に、減少した費目は、総務費で定額給付金及び町民税還付金などの減で１億１,１０
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６万円の減、農林水産業費で県営事業費負担金及び団体営土地改良事業などの減で１億

１,２６０万円の減、土木費では、新駅周辺整備及び町道野場横落線等で４億９,４１５

万円の減、特に諸支出金では、財政調整基金積立金の減により１４億６,７３０万円の

減などが主なものとなっている。 

   特別会計全体では、歳入総額６０億９,３１７万円、歳出総額５９億７,８３４万円で、

歳入２億１,１０５万円（３.３％）、歳出１億９,０４９万円（３.１％）とおのおの減

少となっている。 

   土地取得特別会計は、歳入２億２,１３０万円（４８.０％）、歳出２億３０７万円

（４６.６％）とおのおの減少となった。歳入では、一般会計への用地売払収入が、歳

出では幸田中央公園用地の町債元金償還金が主なものとなっている。 

   国民健康保険特別会計では、歳入１億８,０７０万円（６.８％）、歳出１億７,６２

０万円（６.７％）とおのおの増加している。歳入では、保険税率及び課税限度額を前

年度同率同額としたこと、平成２１年所得が減少したこと等により、保険税が４,３２

４万円減少したものの、保険給付費等から算定される国・県等からの支出金、交付金が

増加したことにより、歳入全体では増加となった。歳出では、システム改修により総務

費で３,００９万円の増、療養給付費を初めとする医療費で１億２９１万円増加したこ

と等により、歳入同様増加となった。国保加入世帯は６７世帯（１.４７％）の増、被

保険者は３６人（０.４１％）と増加している。 

   老人保健特別会計は、平成２０年３月診療以前の遅延請求分と過誤請求等に係る事業

費の執行があり、歳入歳出で１９９万円となっている。なお、本会計は本年度で廃止と

なった。 

   後期高齢者医療特別会計では、歳入４５６万円（１.９％）、歳出４８６万円（２.

１％）とおのおの増加となった。 

   介護保険特別会計は、歳入１２億３,０８４万円、歳出１２億５８３万円で、前年並

みとなっている。 

   幸田駅前土地区画整理事業特別会計は、歳入１億８３万円（２６.５％）、歳出１億

８００万円（３０.０％）とおのおの増加となった。区画整理事業の施行に伴う建物移

転補償の実施件数が増加したことが主な要因となっている。 

   農業集落排水事業特別会計は、歳入４,１９４万円（９.５％）、歳出４,２０８万円

（９.７％）とおのおの減少となった。処理場５カ所の機能強化対策事業費の減が主な

要因である。歳入での県補助金４,６７８万円、町債２,０００万円が充当されている。

処理区域内の水洗化人口は１万２６４人、水洗化率は９６.１％、前年度に比べ０.３％

の増となっている。 

   下水道事業特別会計は、歳入２億２,９８３万円（２６.１％）、歳出２億３,０２２

万円（２６.５％）とおのおの減少となった。流域関連公共下水道支線に係る整備費の

減が主な要因である。処理区域内の水洗化人口は２万１,７８４人、前年度より１,０６

３人の増、水洗化率は８５.８％で、前年度に比べ２.８％の増となっている。これは、

水洗化人口、処理区域内人口がおのおの増加したことによるものである。 

   未収金については、一般会計、国民健康保険税を初めとする５特別会計にわたり、



- 26 - 

国・県支出金を除く収入未済額の総額は５億２,８１２万円に達している。前年度と比

較し、一般会計では２６２万円の減少が見られるものの、特別会計を含めた全体では１,

００４万円と増加しており、憂慮するものである。増加の要因は複雑化してきているた

め、収入未済債権については、債権ごとに的確な処理を図るべく、よりきめ細かな取り

組みが肝要である。 

   水道事業会計は、前年度と比較し、年間総配水量は３.８万立方メートル（０.９％）、

年間総有収水量は１.３万立方メートル（０.３％）とそれぞれ増加している。総収支比

率は１０３.７％（前年度１０５.２％）、営業収支比率は１０３.９％（前年度１０５.

２％）となっている。供給単価は１４６.２７円（前年度１４６.９６円）、給水原価は

１４６.７３円（前年度１４６.０７円）となり、総収益は０.７％減少したが、総費用

は０.７％の増加となり、最終純利益は８７６万円減の２,２３６万円となっている。引

き続き安定かつ良質な水の供給に向けた取り組みが必要であるとともに、大口受水者の

受水需要回復動向に注視する必要がある。 

   主要な財政指標の状況は、税収の激減により単年度財政力指数１.１５（前年度比０.

３２ダウン）、経常収支比率８３.４％（前年度比１１.８％ダウン）と大幅に悪化して

いる。 

   実質収支比率は１０.９％（前年度比５.７％アップ）と大幅に上昇している。公債費

比率１０.９％は前年度と比較し０.４ポイントの悪化となり、いまだ比較的高水準にあ

り、今後、改善努力していく必要がある。また、水道事業会計における経常収支比率は、

前年度より１.５ポイント低下した。 

   以上を総括し、平成２２年度は、個人町民税や固定資産税における償却資産分の大幅

な落ち込みで、減収を余儀なくされ、国及び県からの補助金についても不透明な状況下

にあり、財政運営上のやりくりに緊張を極めた決算であったと思われます。 

   世界同時不況の影響から脱却しつつあるやさきに起こった東日本大震災の影響や、こ

のところの急激な円高、株価の下落などの影響もあり、収益見通しを下方修正する企業

が相次いでおり、若者の就職内定率も過去最悪となるなど、今後も予断を許さない社会

経済情勢下にあります。 

   こうした状況の中で今後の本町の行財政運営は、より厳しい対応を強いられることが

予測されます。限られた財源や資源を最大限有効に活用し、安定した行財政運営、住民

サービスの向上に一層努められたいと思います。 

   平成２３年８月５日 

                           幸田町監査委員 羽根渕保博 

                           幸田町監査委員 夏目 一成 

   以上でございます。 

〔監査委員 羽根渕 保博君 降壇〕 

○議長（池田久男君） 以上をもって、本日の日程は終わりました。 

   本日は、これにて散会いたします。 

   次回は、９月６日火曜日午前９時から開きます。よろしくお願いします。 

   ここで、１点御連絡申し上げます。 
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   議会広報特別委員会を本日１１時３０分から第１委員会室で開催しますので、委員の

方は御出席をお願いいたします。 

   以上であります。 

   御苦労さまでした。 

                             散会 午前１１時２２分 
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   地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する 

             平成２３年９月１日 

 

                    議  長   池 田 久 男 

 

 

                    議  員   丸 山 千代子 
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